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　例年、秋に開催しております租税研究大会は、当会創立
以来今回で71回目を迎えることとなりました。
　これもひとえに会員の皆様並びに関係各位の一方ならぬ
ご支援・ご協力の賜物と心から厚くお礼申し上げます。
　さて本年度は、東京大会を9月18日～19日に、大阪大会
を9月27日に開催いたします。
　ご多用中のところ、誠に恐縮でございますが、多数の皆
様のご参席を賜りますようご案内申し上げます。
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東 京 大 会

第１日　令和元年９月18日（水曜日）
会場　日本工業倶楽部２階大会堂
東京都千代田区丸の内１－４－６

電話（03）3281－1711（代）

報告：消費税増税後の税制改革
午前10時15分から11時45分

報告者　一橋大学大学院経済学研究科教授	 	 	 	〈敬称略〉
佐　藤　主　光

＝報告要旨＝

　10月１日に消費税率が10％に引き上げられる。
合わせて食料品等に軽減税率（８％）が適用さ
れることになった。しかし、この増税でもって
我が国の財政再建が達成されるわけではない。
高齢化に伴い今後とも社会保障給付費等の増加
が見込まれる。公共施設（インフラ）の老朽化
も進んでいる。我が国の財政赤字は「構造的」
であり、歳出の効率化と合わせて、更なる財源
確保が求められている。OECD等は日本の財政
を持続可能にするには消費税率は20％まで引き

上げられなければならないと試算する。更なる
消費税の引き上げは不可避であろう。所得税・
法人税の見直しも必須である。経済のデジタル
化・グローバル化という新しい経済環境に現行
の税制は適応できていない。具体的には所得税
の再分配機能の強化、国際的租税競争・BEPS（租
税回避）に対応した新しい法人課税の構築が課
題である。本報告では2020年以降を見え据えた
我が国の税体系の在り方について論じる。
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会長挨拶	 午後1時30分から1時35分

〈敬称略〉

　　　　三菱重工業㈱　特別顧問	 佃　　　和　夫

討論会１：税制改革を巡る現状と課題	 午後1時40分から3時40分

司　会：明治大学専門職大学院法務研究科教授　　　　　　〈敬称略〉
	 岩　﨑　政　明
参加者：財務省主税局長	

総務省自治税務局長	
中央大学法学部教授	 國　枝　繁　樹	
㈱三菱UFJ銀行特別顧問（租研副会長）	
	 畔　柳　信　雄

＝討論会要旨＝

　月例経済報告（令和元年７月公表）では、
日本経済は、輸出を中心に弱さが続いている
ものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
緩やかに回復しているとの認識が示されてい
ます。
　一方、急速に進展する少子高齢化による社
会保障制度の継続性への懸念や巨額の債務を
抱える財政問題、すなわち、受益と負担のア
ンバランスによる構造的な問題は依然として
解決には至っておらず、未だ厳しい状況下に
あります。
　政府が本年６月に閣議決定した「経済財政
運営と改革の基本方針2019」では、本年10月
に消費税率を引上げることを改めて確認する
とともに、当面の経済財政運営として、「デ
フレ脱却・経済再生最優先の基本方針のもと、
あらゆる政策を総動員し、経済運営に万全を
期していく」とされました。
　こうしたなか、令和元年度税制改正におい
ても、消費税率引上げにあたり、経済の回復

基調に影響を及ぼさないよう、幅広い分野で
種々の施策が織り込まれました。
　個人所得課税・消費課税の分野では、税率
引上げに伴う需要変動の平準化を狙いとし
て、住宅と自動車に対する税制上の支援措置
が講じられました。また、資産課税の分野で
は、個人事業者の事業承継を促進するため個
人事業者の事業承継税制が創設されました。
　法人課税の分野では、イノベーション促進
のための研究開発税制の見直しや中堅・中小
企業による設備投資等への支援措置が行われ
ました。
　国際課税の分野では、BEPS（税源浸食と
利益移転）プロジェクトを踏まえた対応の一
環として、「移転価格税制」及び「過大支払
利子税制」等について見直しが行われました。
　このような重要な時期に、税制改革をめぐ
る多岐にわたる現状と課題について討論を行
います。
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第２日　令和元年９月19日(木曜日）
会場　日本工業倶楽部２階大会堂

討論会２：財政のフューチャー・デザイン
	 最後の機会（財政経済研究会報告）	 午前10時から12時

〈敬称略〉

司　会：慶応義塾大学総合政策学部教授　　　　　小　澤　太　郎

参加者：嘉悦大学経営経済学部教授	 和　泉　徹　彦
慶応義塾大学経済学部教授	 駒　村　康　平
慶応義塾大学経済学部教授	 土　居　丈　朗
東京大学大学院経済学研究科教授	 林　　　正　義

＝討論会要旨＝

　第２次安倍政権が発足してから６年半以上
が経過した。その間、発足当初のアベノミク
ス３本の矢（①大胆な金融政策、②機動的な
財政政策、③投資を喚起する成長戦略）、そ
して2015年９月には新３本の矢（①希望を生
み出す強い経済、②夢を紡ぐ子育て支援、③
安心につながる社会保障）が打ち出された。
また、2014年４月に消費税率が５％から８％
に引き上げられはしたものの、消費税率の
８％から10％への再引き上げは２度先送りさ
れた。アベノミクスの成果については、基本
的に肯定的な評価を下せるもの（堅調な景気
等）と、何とも言えないもの（インフレ率等）、
そして残念ながら成果を上げていると言うに
はほど遠いもの（基礎的財政収支、潜在成長
率等）が混在している。
　他方、団塊世代が後期高齢者となる時期が
あと5,６年先に迫っており、20年後には生産
年齢人口の減少に拍車をかける団塊ジュニア
世代の引退時期を迎える。アベノミクスで未
だ解決に至らない「宿題」をやり遂げる時間

的余裕が、実はそれ程私達に残されている訳
ではないのである。それにも関わらず、最近
のいわゆる「2000万円」報告書をめぐる騒動
には考えさせられる。報告書に記載されてい
る文言の一部を殊更に強調し、不安を煽り立
てる行為は厳に慎むべきである事は言うまで
もないが、だからと言って、報告書の存在を
タブー視する事は避けるべきであろう。政府
にとって重要な事は、たとえそれが不都合な
真実の一端を示す情報であっても、国民に誠
実に伝える事で自助、共助を促し、自助、共
助では救われない経済弱者に対しては、証拠
に基づいた効果的な公助を提供する事ではな
いだろうか。
　以上の問題意識の下、現状の財政・税制・
社会保障政策の課題を今一度洗い出し、財政
学、社会保障論、公共経済学の知見に基づき、
手遅れにならないうちに我々が一体何をしな
ければならないのかについて真摯に議論を尽
くす事で、財政のフューチャー・デザインを
ご来場の皆様方と共に考えたい。
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　近年、経済取引のグローバル化の進展に伴
い、国境を越える取引が恒常的に行われると
ともに、その取引も複雑化・多様化しており、
このような経済社会の実態の変化に伴い、国
際課税のあり方が課題となっています。
　2015年にOECD租税委員会より公表された
税源浸食と利益移転（BEPS）プロジェクト
の最終報告書においては、国際課税原則の再
構築及びグローバル企業の透明性向上や不確
実性の排除といった手続面も含めた15の行動
計画の下、包括的にBEPSに対応する諸措置
が勧告され、各国の税制の調和を図るととも
に国際課税ルールを経済活動の実態に即した
ものとすることとされています。BEPSに対
処するための包摂的枠組には、今や約130の
国や地域が参加しています。
　日本をはじめとする国や地域は、BEPSプ
ロジェクトへの対応策や税の透明性と情報交
換等により、国際的な企業間において公正な
競争条件が整い、納税者の公平感や税制に対
する信頼が確固たるものになると考えられる

ことから、引き続き、実施に向け、各国の国
内法制化や条約改定作業等により適切に対応
していくこととされており、令和元年度税制
改正においては、「移転価格税制」及び「過
大支払利子税制」等についての見直しが行わ
れました。
　他方、同プロジェクトにおいて継続作業と
された経済のデジタル化に伴う課税上の課題
への対応については、本年６月のG20財務大
臣・中央銀行総裁会議及びG20サミットにお
いて、解決策の論点と今後の検討作業を取り
まとめた作業計画が承認され、現在、コンセ
ンサスに基づく解決案の策定に向けた作業が
加速しています。
　本討論では、日本における最近の国際課税
の状況を概観し、G７、G20やOECDなどの
国際会議や国際機関における議論の動向等を
踏まえ、今後の国際課税への取組みの現状、
課題、展望について討論を行います。

討論会３：国際課税を巡る現状と課題
午後１時30分～３時30分

〈敬称略〉						　

司　会：日本租税研究協会参与	 渡　辺　裕　泰
（財務省財務総合政策研究所顧問）	

	
参加者：財務省主税局参事官	

前・早稲田大学大学院会計研究科教授	青　山　慶　二
関西学院大学法学部教授	 一　高　龍　司
日本製鉄㈱財務部上席主幹	 合　間　篤　史

＝討論会要旨＝
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大 阪 大 会

開催日　令和元年９月27日（金曜日）
会場　関電ビル内

関電会館４階５・６号
大阪市北区中之島３－６－16
電話（06）6441-6800（代）

報告：デジタル経済の進展と国際租税の今後
午前10時15分から11時45分

〈敬称略〉					　

報告者：京都大学大学院法学研究科教授　　岡　村　忠　生

＝報告要旨＝

　税源浸食・利益移転に関するOECD/G20
包 摂 的 枠 組 み（OECD/G20	Inclusive	
Framework	 on	Base	Erosion	 and	Profit	
Shifting,	BEPS）	は、本年５月31日に、「経済
のデジタル化によって生じる租税問題の解決
の合意を図るための作業プログラム
（Programme	 of 	 Work	 to 	 Deve lop	 a	
Consensus	Solution	 to	 the	Tax	Challenges	
Arising	 from	 the	 Digitalisation	 of	 the	
Economy）」を公表し、①利益の配分とネク
サス・ルールの見直しを通じた課税権の配分、
②他の課税管轄権において第一次的課税権が
行使されない場合や十分な課税がない場合の

取戻し課税（tax	back）、という２つの柱に
焦点を当て、2020年末までに、参加国が長期
的解決策に合意することを明らかにしまし
た。
　本報告では、この２つの柱を紹介するとと
もに、これに至るBEPSプロジェクトの流れ
に基づいて今後の解決策のあり方を検討し、
たとえば「PEなければ課税なし」といった
これまでの国際課税の原則がどのように変化
してゆくか、また、わが国が国際課税の領域
でどのように世界をリードし、デジタル経済
の進展に対応してゆくべきかについて、考え
たいと思います。
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副会長挨拶	 午後１時30分から１時35分
〈敬称略〉					　

関西電力㈱相談役	 森　　　詳　介
	

討論会：税制改革を巡る現状と課題	 午後１時40分から３時40分
〈敬称略〉					　

司　会：関西大学経済学部教授	 林　　　宏　昭

参加者：財務省大臣官房審議官	
総務省大臣官房審議官	
大阪経済大学経済学部准教授	 漆　　　さ　き
甲南大学経済学部准教授	 林　　　亮　輔

＝討論会要旨＝

　月例経済報告（令和元年７月公表）では、
日本経済は、輸出を中心に弱さが続いている
ものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
緩やかに回復しているとの認識が示されてい
ます。
　一方、急速に進展する少子高齢化による社
会保障制度の継続性への懸念や巨額の債務を
抱える財政問題、すなわち、受益と負担のア
ンバランスによる構造的な問題は依然として
解決には至っておらず、未だ厳しい状況下に
あります。
　政府が本年６月に閣議決定した「経済財政
運営と改革の基本方針2019」では、本年10月
に消費税率を引上げることを改めて確認する
とともに、当面の経済財政運営として、「デ
フレ脱却・経済再生最優先の基本方針のもと、
あらゆる政策を総動員し、経済運営に万全を
期していく」とされました。
　こうしたなか、令和元年度税制改正におい
ても、消費税率引上げにあたり、経済の回復

基調に影響を及ぼさないよう、幅広い分野で
種々の施策が織り込まれました。
　個人所得課税・消費課税の分野では、税率
引上げに伴う需要変動の平準化を狙いとし
て、住宅と自動車に対する税制上の支援措置
が講じられました。また、資産課税の分野で
は、個人事業者の事業承継を促進するため個
人事業者の事業承継税制が創設されました。
　法人課税の分野では、イノベーション促進
のための研究開発税制の見直しや中堅・中小
企業による設備投資等への支援措置が行われ
ました。
　国際課税の分野では、BEPS（税源浸食と
利益移転）プロジェクトを踏まえた対応の一
環として、「移転価格税制」及び「過大支払
利子税制」等について見直しが行われました。
　このような重要な時期に、税制改革をめぐ
る多岐にわたる現状と課題について討論を行
います。
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第71回租税研究大会（租研創立70周年）

公益社団法人日本租税研究協会　事務局
〒100
̶0005

東京都千代田区丸の内３丁目３番１号
新東京ビル２階２４１区

TEL（03）6206－3945
FAX（03）6206－3947

E̶mail : j̶tax̶as@soken.or.jp
http://www.soken.or.jp/

⑴　プログラムの内容は、都合により一部変更することもあります
ので、予めご了承願います。
　なお、プログラムについて、ご意見、ご要望がございましたら、
できるだけ早く、事務局あてにご連絡ください。

⑵　ご出席希望者は、配席の都合上お手数ながら同封の「参加お申
込み方法について」によりお申込み頂きますようお願いいたしま
す。

令和元年７月
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１．JR東京駅丸の内北口、徒歩３分。
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関電会館への道順

大阪大会会場ご案内図

大阪市北区中之島３丁目６番16号　関電ビルディング４階　電話（06）6441－6800（代）

・JR大阪駅、阪神・阪急梅田駅下車、四つ橋筋を南へ約１km、渡辺橋を渡り西
へ約300m（徒歩約15 ～ 20分）

・JR東西線北新地駅より（徒歩10分）
・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車、淀屋橋を渡り西へ約700m（徒歩約10分）
・地下鉄四つ橋線肥後橋駅下車、４番出口に進み、西へ約300m（徒歩約５分）
・京阪中之島線渡辺橋駅下車、１番出口から堂島川沿い遊歩道を西へ約170ｍ田蓑
橋南詰交差点、筑前橋筋を南へ約110ｍ（徒歩約４分）

関電ビル
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